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　来年は昭和 18 年の市制施行から 70 周年にあた
ります。その記念事業として実施する具体的な取り
組みを募集します。「海・港の活用」「交流の推進」
をテーマに 70 周年を契機として実施するのにふさ
わしい事業を提案してください。企画案は今月設置
する市民会議などで検討する予定です。
【応募方法】所定の用紙（企画政策課、西支所、加
佐分室、各公民館などに備え付け。市ホームページ
からダウンロード可）で。10 月 22 日（月）必着。
▶詳しくは、企画政策課（☎ 66・1042）へ。

市制施行70周年記念事業の企画案を募集

　西駅交流センターでは、10 月１日から、これま
での利用区分に加え、1 時間単位で会議室などを
予約できるようになりました。これにより例えば、
ホールを 18 時～ 19 時まで全面利用した場合の利
用料金は、これまでの夜間一律 5,400 円から 1 時
間 1,400 円に変更になります。
▶詳しくは、西駅交流センター（☎ 78・9300）か、
西支所庶務係（☎ 75・2250）へ。

西駅交流センター　時間単位で予約可能に

成人式検討会　一緒に考えてみませんか
　来年１月 13 日（日）に開催する「平成 25 年成人式」
のあり方や運営方法について考える検討会の参加者を
募集します。成人式を一緒に考えましょう。
【対象】新成人（平成４年４月２日～５年４月１日
生まれ）
【その他】日程などは参加者に個別に通知します。
【申し込み方法】10 月 12 日（金）までに住所、氏名、
電話番号を電話かファクス、はがき、電子メールで。
▶詳しくは、社会教育課（☎ 66・1073、ＦＡＸ 62・
9897）へ。

　市役所では今夏の節電対策として室温の 28℃設
定や照明の間引き点灯、ピークシフトなどに取り組
むとともに、市民の皆さんに節電のご協力をお願い
してきました。９月７日に節電要請期間が終了し、
市民の皆さんの節電への取り組みにより、電力の供
給力不足による停電などの事態を回避することがで
きました。ご協力に深く感謝申し上げます。要請期
間は終了しましたが、今後とも無理のない範囲で、
節電のご協力をお願いします。
　なお、市役所の節電の取り組みについては、本
庁舎での使用最大電力の実績が平成 22 年度同月比
で、７月が 18％、８月が 17％の削減となり、目標
の 15％を上回りました。
▶詳しくは、生活環境課（☎ 66・1005）へ。

節電にご協力ありがとうございました
駅前のイルミネーション事業者募集

　JR 東・西舞鶴駅の駅前広場のイルミネーション
について、プロポーザル方式で事業者を募集します。
冬のまちを明るく彩り、市民や市外からの来訪者を
温かく迎えるとともに、にぎわいの創出と地域の活
性化を図るため実施するもの。実施要項は都市計画
課で配布しています（市ホームページにも掲載）。
【申し込み期間】10 月２日（火）～ 12 日（金）
【企画提案書の提出期限】10 月 17 日（水）必着
【点灯期間】11 月 30 日（金）～来年２月 28 日（木）
【事業限度額】404 万円
【その他】10 月下旬に選考委員会により審査を行い、
11 月上旬に契約予定
▶詳しくは、都市計画課（☎ 66・1048）へ。

引揚記念館　無料開放と献茶式

　10 月５日（金）、JR 東・西舞鶴駅の各駐輪場に
長期間放置されたままの自転車と原動機付自転車に

「警告札」を取り付けます。
　その後、10 月 16 日（火）に「警告札」が取り
外されていない自転車などは一斉に整理し、移動し
ます。なお、11 月 16 日（金）までに所有者に返
還できない場合は処分することになりますので、ご
理解とご協力をお願いします。
▶詳しくは、都市計画課（☎ 66・1048）へ。

市営駐輪場などの自転車を整理

▶詳しくは、引揚記念館（☎ 68・0836）へ。

◆平和祈念献茶式
【日時】10 月６日（土）10 時から
（引揚記念館の無料開放は９時から）
【場所】引揚記念公園
【内容】献茶や小・中学生による平和へのメッセージ
など
【その他】お茶の振る舞い（10 時～ 11 時 30 分、
先着 100 人。無料）

　戦後 13 年間にわたり、大陸からの引揚者を迎え
入れた引き揚げのまち舞鶴から、史実を語り継ぎ、
平和の尊さを発信するため、10 月６日（土）、平和
祈念献茶式を開催します。
　また当日は、「ユ
ネスコ世界記憶遺
産」登録への取り
組みを進めている
引揚記念館を無料
開放します。多数
お越しください。 ▲引揚記念館展示室の様子

舞鶴地域医療連携機構の組織概要（案）
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医療連携の強化や地域医療の充
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る場
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